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１ 水道施設判断フロー 
 

 

水道施設 

水源が井戸水等の 

自己水源 

（上水と混合を含む） 

水源が上水 

(県営水道・市営水道 

から供給) 

101 人以上の居住

又は一日最大給

水量 20ｍ３を超え

る 

そ

の

他 

101人以上の居住又

は一日最大給水量

20ｍ３を超える 

受水槽有効容量
  ＊

 

100ｍ３超 

又は 

口径 25mm 以上の 

導管の全長 

1500m 超 

そ

の

他 

非

該

当 

受水槽 

有効容

量10ｍ３ 

以下 

受水槽 

有効容量 

10ｍ３を 

超える 

給水 

人口 

50人 

以上 

給水 

人口 

49人 

以下 

小
規
模
簡
易
専
用
水
道 

簡

易

専

用

水

道 

専

用

水

道 

小
規
模
専
用
水
道 

非

該

当 

貯 水 槽 水 道 

受水槽あり 

その他 

受水槽なし 

給水 

人口 

49人 

以下 

給水 

人口 

50人 

以上 

＊六面点検可能な受水槽は、含みません。 
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２ 受水槽の有効容量とは？ 
 
◆ 受水槽の有効容量とは、最高水位と最低水位との間に貯留される、適正に利用可能
な水量をいう。 
〔有効容量（ｍ3）＝受水槽の奥行の長さ（ｍ）×幅の長さ（ｍ）×有効水深（ｍ）〕 

 
    下記の受水槽の有効容量は、３ｍ×４ｍ×２ｍ＝２４ｍ3になります。 

 
ＦＲＰ受水槽の基本的なパネル１枚の大きさは１ｍ×１ｍなので、パネルの枚数を数

えれば、受水槽の奥行・幅の長さがわかります。 
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３ 貯水槽の設置基準 

 

「建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める

件」（抜粋） 

（昭和５０年建設省告示第１５９７号 最近改正 平成１２年同第１４０６号） 

 

◆給水タンク及び貯水タンク（ 図 １、２、３ 参照 ） 

（１）建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける場合においては、次に定めると

ころによること。 

ア 外部から給水タンク又は貯水タンク（以下｢給水タンク等｣という。）の天井、

底又は周壁の保守点検を容易かつ安全に行うことができるように設けること。 

イ 給水タンク等の天井、底又は周壁は建築物の他の部分と兼用しないこと。 

ウ 内部には、飲料水の配管設備以外の配管設備を設けないこと。 
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エ 内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置に、次に定める構造

としたマンホールを設けること。ただし、給水タンク等の天井がふたを兼ねる

場合においては、この限りでない。 

（ア）内部が常時加圧される構造の給水タンク等（以下「圧力タンク等」という。）

に設ける場合を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らないように有効

に立ち上げること。 

（イ）直径６０センチメートル以上の円が内接することができるものとすること。

ただし、外部から内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる小規模

な給水タンク等にあっては、この限りでない。 

オ エのほか、水抜管を設ける等内部の保守点検を容易に行うことができる構造

とすること。 

カ 圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造のオー

バーフロー管を有効に設けること。 

キ 最下階の床下その他浸水によりオーバーフロー間から水が逆流するおそれ

のある場所に給水タンク等を設置する場合にあっては、浸水を容易に覚知する

ことができるよう浸水を検知し警報する装置の設置その他の措置を講じるこ

と。 

ク 圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造の通気

のための装置を有効に設けること。ただし、有効容量が２立方メートル未満の

給水タンク等については、この限りでない。 

ケ 給水タンク等の上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合に

おいては、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講ずること。 

 

（２）（１）の場所以外の場所に設ける場合においては、次に定めるところによるこ

と。 

ア 給水タンク等の底が地盤面下にあり、かつ、当該給水タンク等からくみ取り

便所の便槽、し尿浄化槽、排水管（給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー

管に接続する排水管を除く。）、ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯溜

又は処理に供する施設までの水平距離が５メートル未満である場合において

は、（１）のア及びウからクまでに定めるところによること。 

イ アの場合以外の場合においては、（１）のウからクまでに定めるところによ

ること。 
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受水槽を設置する場合、六面点検可能とすること。
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４ 給水人口の考え方 

 

建築用途 専用水道の給水人口 
簡易専用水道・小規模専用水
道・小規模簡易専用水道の給
水人口 

・ 一戸建て住宅等から
なる団地 ・部落 
・ 共同住宅 
・ 社宅（独身寮を除く） 
・ アパート 
・ 寄宿舎 

・ 常時居住する者の数 
・ 工事着手前の確認申請
時においては、定員、戸
数等から客観的に算出
する。 
（次表参照） 

・ 小規模専用水道の居住者数
算定については、専用水道
と同様。 
・ 簡易専用水道及び小規模簡
易専用水道の給水人口算定
にあたっては、次表を参照。 

・ 老人ホーム 
・ 養護施設 ・療養所 
・ 独身寮 

収容定員数 
(デイケア、ショートステイ等を

除く) 
収容定員数＋職員数 

・ 学校 ・幼稚園 ― 生徒数・園児数＋職員数 

・病院、診療所 ― 病床数＋職員数 

・旅館、ホテル等 ― 宿泊収容定員数＋従業員数 

・ゴルフ場、遊園施設
等 

― 利用定員数＋従業員数 

・その他事業所 ― 勤務者数 

 

 

◆ 給水人口算定に参考となる計算法（浄化槽処理対象人員算定方法） 
《建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A 3302 -2000）から

抜粋》 

 
処 理 対 象 人 員 

建築用途 
算 定 式 算 定 単 位 

 
住   宅 

 

  A＜１３０の場合 
ｎ＝５ 
１３０≦Aの場合 
ｎ＝７ 

ｎ：人員（人） 
A：延べ面積（㎡） 

共同住宅 ｎ＝０．０５Ａ 
ｎ：人員（人）※ 
A：延べ面積（㎡） 

下宿・寄宿舎 ｎ＝０．０７Ａ 
ｎ：人員（人） 
A：延べ面積（㎡） 

※●１戸当たりのｎが３．５人以下の場合は、１戸当たりのｎを３．５人とする。 
ただし、１戸が１居室（台所、食事室は除く）だけの場合は２人とする。 
● １戸当たりのｎが６人以上の場合は１戸当たりのｎを６人とする。 
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◎ご相談やお問い合わせは◎ 
  

 千葉市保健所環境衛生課施設指導係 
 〒２６１－８７５５ 
 住所：千葉市美浜区幸町１－３－９  千葉市総合保健医療センター２階 

 電話：０４３－２３８－９９４０  ＦＡＸ：０４３－２３８－９９４５ 

 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkou/hokenjo/kankyo/ 

 

 

 

 
 

 

●ＪＲ京葉線千葉みなと駅より徒歩 3分 

●モノレール千葉みなと駅より徒歩 3分 

●ＪＲ総武線千葉駅より京成バス・千葉みなと駅行き、終点下車徒歩 3分 

 

 

平成１６年８月 ５００部 

 


